
令和 5年 6月 26日 (月 )～令和 5年 7月 10日 (月 )

<受付時間>午前 8時 30分～午後 5時 15分
(期間内の土日祝は除く)

※募集期間前でも事前相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

■対象団体は ?

5人以上で組織された、活動が地域のみなさんに広く支持される団体です。
日補助額は?

原則、上限は 100万 円 (事業費の90%以 内)です。

日申言青方法 Iま ?

猿投支所または井郷交流館で様式をお渡ししています。

豊田市役所ホームページからもダウンロードできます。

募集期間内に必要書類をそろえて猿投支所に提出してください。

日審査方法は ?

令和 5年 8月下旬に開催する公開審査会で、審査を行います。

わくわ く事業は、地域資源 (人材 。文化 。自然など)

を活用 して、「地域課題の解決」や「地域の活性化」
に取 り組んでいる団体の事業を支援する制度です。
「自分たちのまち」を「自分たちの手」で

｀
「もっ

と住みよく魅力あるまち」にするために活動を始め

てみませんか。
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申込み・問合せ先

豊田市役所 猿投支所 地域振興担当

冨∃ 言舌:0565-45-1214  FAX :0565-45-4824
E― mail:sanage― shisho@City,tOyOta.aichi=jp
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